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目 的
　私たちの身近にある自然環境や生活環境に影響を及ぼすおそれのある大規模な事業に
対して、予め、事業者自らが、環境影響調査を基に、事業影響による予測・評価を行い、
環境の保全の見地からの意見を広く聴いた上で、環境により配慮した事業計画をつくり、
実践していくことを目的としている。

関係法令
(手続法)

・環境影響評価法
　・環境影響評価法施行令
　　・環境影響評価法施行規則
　　　・省令

法の手続

・静岡県環境影響評価条例
　・静岡県環境影響評価条例施行規則
　　・静岡県環境影響評価条例技術指針

条例の手続

対象事業
法対象事業（13種）
・第１種事業（アセス必須）
・第２種事業（アセス実施について
　　　　　　　主務官庁が判定）

条例対象事業（24種）
・第１種事業（アセス必須）
・第２種事業（アセス実施について
　　　　　　　知事が判定）

対象規模
法（発電所の建設（風力発電所））
・第１種事業：出力50,000ｋｗ以上

環境影響評価（環境アセスメント）とは
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【環境アセスメントを実施した結果】

環境保全の見地からの意見を聴くために、調査、予測及び評価
並びに環境保全措置の検討結果を示した図書

方法書
【環境アセスメント方法の決定】
環境影響評価の項目や調査、予測及び評価手法等を示した図書

【環境アセスメントの成果品】

準備書に対する知事意見や住民意見の内容について検討し、必
要に応じて準備書の内容を見直して作成した図書

【予測結果や環境保全措置等の不確実性に対する検証方法の決定】

工事中及び供用後の環境の状況や環境保全措置の効果を検証す
るための調査方法等を示した図書

【事後調査の結果の検証】
事後調査計画書に基づいて、調査した結果を示した図書

準備書

評価書

事後調査計画書

事後調査報告書

環境アセスメントの実施 方法書及びそれに対する知事意見を勘案し、
事業者が環境アセスメントを実施

環境影響評価手続フロー

配慮書 【事業計画案の提示】
事業位置や配置等の複数案を検討提示した図書

ア
セ
ス
法

ア
セ
ス
条
例
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（仮称）浜松市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書
手続の流れ

送付

意見照会

R4．11.2

R4．11.25

住民 事業者 経済産業省 静岡県 浜松市、磐田市
袋井市、湖西市

市長意見

意　見

配慮書の作成

公　　告 （R4．11．1）　　
縦　　覧 （R4．11．1～
意見募集  R4.12.19）

意見照会

意　見

方法書の作成

アセス審査会
第１回　R4.11.24
第２回　R4.12.22（答申）

知事意見の送付

期限：R5．1．20

R4．11．1

知事意見
※審査会の答申を踏まえて形成
※配慮書の送付の翌日から60日程度

R4．11．1

送付
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